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を１年に１回以上開催し、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必

要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 施設は、地域連携推進会議の開催のほか、１年に１回以上、当該地域連

携推進会議の構成員が施設を見学する機会を設けなければならない。 

４ 施設は、第２項の報告、要望、助言等について記録を作成するとともに、

当該記録を公表しなければならない。 

（施設障害福祉サービスの質に係る外部の者による評価の公表） 

第１９条 施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又

はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らな

ければならない。 

２ 施設は、施設障害福祉サービスの質に係る外部の者による評価の実施状

況（実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果）を公表

するとともに、その記録を５年間保存しなければならない。 

（地域移行等意向確認担当者の選任等） 

第２０条 施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者

の当該施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び

その意向の定期的な確認（以下、「地域移行等意向確認等」という。）を

適切に行うため、地域移行等意向確認等に係る指針を定めるとともに、地

域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向

確認等を６ヶ月に１回以上実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確

認等において把握又は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとと

もに、当該内容を施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しな

ければならない。 

 ３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、

法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの

体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよ

うに努めなければならない。 

 

（その他運営についての留意点） 

第２１条 施設は、適切な施設障害福祉サービスが提供できるよう従業者の業

務体制を整備するとともに、資質向上をはかるために研修の機会を次のとお

り設けるものとする。 

（１）採用時研修  採用後１ヶ月以内 

（２）継続研修   年２回以上 

２ 施設は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場に

おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 


